
意見招請後における自治大学校施設の管理・運営業務における業務仕様書の修正について 
 

 ９月４日に意見招請のため公表した表記仕様書につきまして、当校の評価委員会を経て決定した仕様書とで、以下のとおり修正がありましたので、修正前との

比較表を掲載いたします。なお、掲載ページは修正後のものです。 
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２．自治大学校施設の管理・運営業務に係る詳細な内容及びその実施に当

たり確保されるべき質に関する事項 

 

(1) 業務の概要 

業 務 区 分 

１、設備管理 

２、警備業務 

３、清掃業務 

４、植栽管理 

５、廃棄物処理 

６、寝具賃借 

７、複合機リース 

８、複合機保守 

９、ファクシミリ保守 

１０、入寮受付及び退寮説明等 

１１、入校経費の徴収、納入業務 

 

 

(2) 業務の詳細な内容 

業 務 区 分 詳細な内容 

１、設備管理 遠隔管理 

一般管理業務 

運転・監視及び日常点検業務 

定期点検及び保守業務 

空調用エアーフィルタ清掃・洗

浄 

データ入力業務 

室内環境測定 

水質検査 

害虫駆除業務 

水槽清掃 

建築設備定期検査 

２、警備業務 警備業務 

３、清掃業務 校舎内清掃 

寄宿舎内居室清掃 

４、植栽管理 植栽管理 

５、廃棄物処理 廃棄物処理 

６、寝具賃借 寄宿舎内居室寝具賃借 

７、複合機リース 寄宿舎内複合機リース 

８、複合機保守 寄宿舎内複合機保守 

９、ファクシミリ保守 寄宿舎内ファクシミリ保守 

１０、入寮受付及び退寮説明等 入寮受付及び退寮説明等の業務 

１１、入校経費の徴収、納入業務 入校経費の徴収、納入業務 

 

 

（4）業務遂行に当たり確保されるべき質 

 

イ 個別業務の質 

次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基

準は、別紙によるものとする。 

ただし、実施方法については、改善提案を行うことができる。 

 

（キ）複合機リース（別紙７）、複合機保守（別紙８）、ファクシミリ保守

（別紙９） 

研修生が安心して使用できるよう確実に複合機の設置を行うととも

に、定期点検の実施により適正に稼働できる状態を常に保つこと。 

 

 

４．入札参加資格に関する事項 

 

(10) 本業務の実施にあたり必要な資格 

各業務の実施にあたり法令上必要な次の資格を有しているもの、又

は、資格等を有しているものを業務の実施にあたらせることができる

者であること。 

ア 本件に従事する次の資格者を１資格について１名以上配置すること

が可能である者であること。 

なお、各資格者についてそれぞれ１名ずつの配置を求めるものではな

く、複数の資格を有する者を１名以上配置することも可能であること。 

 

２．自治大学校施設の管理・運営業務に係る詳細な内容及びその実施に当た

り確保されるべき質に関する事項 

 

(1) 業務の概要 

業 務 区 分 

１、設備管理 

２、警備業務 

３、清掃業務 

４、植栽管理 

５、廃棄物処理 

６、寝具賃借 

７、複合機リース 

８、複合機保守 

（削除） 

９、入寮受付及び退寮説明等 

１０、入校経費の徴収、納入業務 

 

 

(2) 業務の詳細な内容 

業 務 区 分 詳細な内容 

１、設備管理 遠隔管理 

一般管理業務 

運転・監視及び日常点検業務 

定期点検及び保守業務 

空調用エアーフィルタ清掃・洗

浄 

データ入力業務 

室内環境測定 

水質検査 

害虫駆除業務 

水槽清掃 

建築設備定期検査 

２、警備業務 警備業務 

３、清掃業務 校舎内清掃 

寄宿舎内居室清掃 

４、植栽管理 植栽管理 

５、廃棄物処理 廃棄物処理 

６、寝具賃借 寄宿舎内居室寝具賃借 

７、複合機リース 寄宿舎内複合機リース 

８、複合機保守 寄宿舎内複合機保守 

（削除） （削除） 

９、入寮受付及び退寮説明等 入寮受付及び退寮説明等の業務 

１０、入校経費の徴収、納入業務 入校経費の徴収、納入業務 

 

 

（4）業務遂行に当たり確保されるべき質 

 

イ 個別業務の質 

次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基

準は、別紙によるものとする。 

ただし、実施方法については、改善提案を行うことができる。 

 

（キ）複合機リース（別紙７）、複合機保守（別紙８）        

          

研修生が安心して使用できるよう確実に複合機の設置を行うととも

に、定期点検の実施により適正に稼働できる状態を常に保つこと。 

 

 

４．入札参加資格に関する事項 

 

(10) 本業務の実施にあたり必要な資格 

各業務の実施にあたり法令上必要な次の資格を有しているもの、又

は、資格等を有しているものを業務の実施にあたらせることができる者

であること。 

ア 本件に従事する次の資格者を１資格について１名以上配置すること

が可能である者であること。 

なお、各資格者についてそれぞれ１名ずつの配置を求めるものではな

く、複数の資格を有する者を１名以上配置することも可能であること。 
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（ア）第三種電気主任技術者 

（イ）建築物環境衛生管理技術者 

（ウ）第二種電気工事士 

（エ）危険物取扱者乙種第４類 

（オ）ビルクリーニング技能士 

（カ）１級造園施工管理技士 

 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

(1)入札の実施手続及びスケジュール 

手続き スケジュール 

意見招請（仕様書案に対する） 令和６年９月上旬頃 

入札公告 令和６年 12月上旬頃 

入札説明会及び現地見学会 令和６年 12月上旬頃 

入札等に関する質問期限 令和７年１月中旬頃 

入札書類の受付期限 令和７年１月下旬頃 

入札書類の評価 令和７年２月上旬頃 

開札日 令和７年２月中旬頃 

警察庁への意見照会 令和７年２月中旬頃 

落札者の決定 令和７年３月上旬頃 

契約の締結 令和７年４月１日 

 

 

６．対象業務を実施する者を決定するための評価の基準その他の対象業務

を実施する者の決定に関する事項 

 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方

式によるものとする。なお、評価は、自治大学校に設置する外部有識者

で構成する評価委員会において行うものとする。 

(1) 落札者決定にあたっての質の評価項目の設定 

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の

目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効

果的なものであるか（加点項目審査）について行うものとする。（別紙１

９） 

ア 必須項目審査 

必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次

の必須項目を満たしていることを確認する。全て満たした場合は基礎点

（60点）を付与し、１つでも満たしていない場合は失格とする。 

（ア） 実施体制 

・各業務の業務水準が維持される体制であること。 

・提案された内容が実現可能な体制であること。 

・グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可

能な体制であること。 

（イ） 業務に対する認識 

管理・運営業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられ

ているか。 

（ウ） 現行基準レベルの質の確保の実態 

各業務の提案内容は、要求水準が確保されるものとなっているか。 

イ 加点項目審査 

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目につい

て審査を行う。 

なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待

されるかという観点から、基本的には、仕様書等と提案内容との比較

を行い、絶対評価により加点する。 

具体的には、評価者は、加点項目毎に入札参加者の企画書の内容を

以下の審査基準により評価し、各入札参加者に対して得点を付与する。 

表１ 審査基準 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている 配点の100％ 

Ｂ 特に優れている 配点の80％ 

Ｃ 優れている 配点の60％ 

Ｄ 標準的 配点の40％ 

Ｅ あまり期待できない 配点の20％ 

Ｆ 記載なし、又は全く期待できない 配点の0％ 

 

（ア）業務の質についての提案内容（140点） 

質の維持・向上に対して具体的な提案があり、実施について具体

的な方法、計画等が明記されているか。また、それらが実施可能な体

制が確保されているか。 

（イ）改善提案内容（10点） 

改善提案の内容は、現行基準レベルの質の維持が確保できるもの

か。また、質の向上が図られているか。 

（ウ）緊急時への対応について考え方・体制（10点） 

具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提案されてい

るか。 

（エ）ワーク・ライフ・バランス等の取組（15点） 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する。その場合、認定

（削除） 

（削除） 

（ア）第二種電気工事士 

（イ）危険物取扱者乙種第４類 

（ウ）ビルクリーニング技能士 

（エ）１級造園施工管理技士 

 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

(1)入札の実施手続及びスケジュール 

手続き スケジュール 

意見招請（仕様書案に対する） 令和６年９月４日 

入札公告 令和６年 11月 25日 

入札説明会及び現地見学会 令和６年 12月 16日 

入札等に関する質問期限 令和７年１月 15日 

入札書類の受付期限 令和７年１月 20日 

入札書類の評価 令和７年２月上旬頃 

開札日 令和７年２月７日 

警察庁への意見照会 令和７年２月中旬頃 

落札者の決定 令和７年３月上旬頃 

契約の締結 令和７年４月１日 

 

 

６．対象業務を実施する者を決定するための評価の基準その他の対象業務

を実施する者の決定に関する事項 

 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方

式によるものとする。なお、評価は、自治大学校に設置する外部有識者で

構成する評価委員会において行うものとする。 

(1) 落札者決定にあたっての質の評価項目の設定 

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の

目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効

果的なものであるか（加点項目審査）について行うものとする。（別紙１

９） 

ア 必須項目審査 

必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の

必須項目を満たしていることを確認する。                

１つでも満たしていない場合は失格とする。 

（ア） 実施体制 

・各業務の業務水準が維持される体制であること。 

・提案された内容が実現可能な体制であること。 

・グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可

能な体制であること。 

（イ） 業務に対する認識 

管理・運営業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられ

ているか。 

（ウ） 現行基準レベルの質の確保の実態 

各業務の提案内容は、要求水準が確保されるものとなっているか。 

イ 加点項目審査 

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について

審査を行う。 

なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待さ

れるかという観点から、基本的には、仕様書等と提案内容との比較を行

い、絶対評価により加点する。 

具体的には、評価者は、加点項目毎に入札参加者の企画書の内容を以

下の審査基準により評価し、各入札参加者に対して得点を付与する。 

表１ 審査基準 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている 配点の100％ 

Ｂ 特に優れている 配点の80％ 

Ｃ 優れている 配点の60％ 

Ｄ 標準的 配点の40％ 

Ｅ あまり期待できない 配点の20％ 

Ｆ 記載なし、又は全く期待できない 配点の0％ 

 

（ア）業務の質についての提案内容（140点） 

質の維持・向上に対して具体的な提案があり、実施について具体的

な方法、計画等が明記されているか。また、それらが実施可能な体制

が確保されているか。 

（イ）改善提案内容（10点） 

改善提案の内容は、現行基準レベルの質の維持が確保できるもの

か。また、質の向上が図られているか。 

（ウ）緊急時への対応について考え方・体制（10点） 

具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提案されている

か。 

（エ）ワーク・ライフ・バランス等の取組（15点） 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する。その場合、認定
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等を証する書類（当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める

各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）の写しを提出するこ

と。 

（オ）賃上げの実施に関する取組（15点） 

政府の推進策として、賃上げに取り組む企業を評価する（入札参加

グループの場合は、代表企業及びグループ企業すべての取組で評価す

る）。この場合、賃上げを証する書類（雇用者側が被用者側に対して

賃上げ実施を表明した旨の書類（別途定める基準参照））を提出する

こと。なお、この加点を受けた企業に対しては、契約締結後において、

事業年度等が終了した後、賃上げの実績等について、「法人事業概況

説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」など

の人件費が確認できるものにより確認を行うこととし、表明書記載の

賃上げを実行していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱して

いる場合、各省各庁の契約担当官等へ連絡され、一定期間、総合評価

落札方式による入札における評価に反映されることが予定されてい

る。 

(2) 落札者決定にあたっての評価方法 

ア 落札者の決定方法 

必須審査により得られた基礎点（60点）と加点項目審査で得られた

加算点（190点）を加算し、入札価格（予定価格の制限の範囲内であ

るものに限る。）で除して得た値を総合評価点とし、入札参加者中で

最も高い値の者を落札者として決定する。 

総合評価点＝（基礎点（90点）＋加算項目審査による加算点）÷入

札価格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等を証する書類（当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める

各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）の写しを提出するこ

と。 

（オ）賃上げの実施に関する取組（15点） 

政府の推進策として、賃上げに取り組む企業を評価する（入札参加

グループの場合は、代表企業及びグループ企業すべての取組で評価す

る）。この場合、賃上げを証する書類（雇用者側が被用者側に対して

賃上げ実施を表明した旨の書類（別途定める基準参照））を提出する

こと。なお、この加点を受けた企業に対しては、契約締結後において、

事業年度等が終了した後、賃上げの実績等について、「法人事業概況

説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」など

の人件費が確認できるものにより確認を行うこととし、表明書記載の

賃上げを実行していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱して

いる場合、各省各庁の契約担当官等へ連絡され、一定期間、総合評価

落札方式による入札における評価に反映されることが予定されてい

る。 

(2) 落札者決定にあたっての評価方法 

ア 落札者の決定方法 

必須項目審査における必須項目を全て満たした入札参加者のうち、

加点項目審査で得られた加算点    を加算し、入札価格（予定価

格の制限の範囲内であるものに限る。）で除して得た値を総合評価点

とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。 

総合評価点＝         加算項目審査による加算点 ÷入

札価格 
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別紙１ 

 

Ⅰ．設備管理業務 

 

➢ 要求水準 

 

● 設備管理要員の担当時間及び配置人員 

自治大学校に常駐する受託者の作業員(以下「設備監視員」という)は、

全体責任者１名の他に次のとおり配置する。勤務予定者に事故等があった

場合は、代替要員を確保し、運転管理業務に支障がないように留意する。 

災害・事故等の緊急時は、主管課の指示に従い、設備監視員の勤務時

間延長及び休日勤務を行うものとする。なお、これにかかる費用は契約

代金と別途とする。 

 

１ 平日の出勤人員（月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）） 

・ ０８：１５～１７：１５ ２名   

・ １１：００～２２：００ １名   

２ 休日の出勤人員（土・日曜日及び祝祭日及び年末年始） 

・ ０８：１５～１７：１５ １名   

・ １１：００～２２：００ １名   

 

 

● 設備監視員の資格及び作業内容 

 

業 務 業務担当者 作 業 内 容 

責任者業

務 

全体責任者 

１名 

 

・年間、月間、週間の計画表の作

成 

・主管係との連絡、報告、調整 

・エネルギー管理データ分析・お

よび解析 

・労務管理 

・中期、長期保全計画企画支援 

・設備改善等のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ業務 

設備責任者 

１名 

・不具合、故障対応処理 

・総括責任者の補佐 

・エネルギー管理、効率化の指導 

・データ管理 

・専門、一般技術要員の指導、教

育、訓練 

・群管理ｾﾝﾀｰ及びｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰとの

連携調整 

巡回業務 

緊急対応 

業務 

専門技術要員 

２名 

 

・電気、空調、衛生設備の日常点

検、巡回点検 

・運転データの収集、分析 

・点検データの収集、分析 

・報告書、改善提案の作成 

・不具合・故障対応処理 

・雨水、中水、排水の管理 

巡回業務 

緊急対応 

業務 

一般技術要員 

２名 

 

・電気、空調、衛生設備の日常点

検、巡回点検 

・運転・点検データの収集 

・報告書、改善提案の作成 

・不具合・故障対応処理 

 

総人員数 ６名 

 

 

１ 設備監視員は、３年以上の実務経験を有し、又は同等の技術力を有す

る者で、身体強健でこの仕様に定める業務に支障なく従事できる者とす

る。 

２ 受託者は、設備監視員の労務管理及び健康管理等を適正に行うことと

する。 

３ 受託者は、毎月２０日までに翌月勤務する設備監視員の勤務予定表を

提出する。 

４ 設備監視員は常に社員証を携帯し、自社の制服（作業着）を着用する。 

５ 受託者は業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢を記載した

名簿及び資格証の｢写｣を主管課に届け出るものとする。又、管理に必要な

法定資格名義の届出業務を代行しなければならない。 

６ 管理に必要な法定資格は以下のとおりとする。 

  ・ 第三種電気主任技術者 

  ・ 建物環境衛生管理技術者 

・ 第二種電気工事士 

・ 危険物取扱者乙種第四類 

 

 

 

 

別紙１ 

 

Ⅰ．設備管理業務 

 

➢ 要求水準 

 

● 設備管理要員の担当時間及び配置人員 

自治大学校に常駐する受託者の作業員(以下「設備監視員」という)は、

全体責任者１名の他に次のとおり配置する。勤務予定者に事故等があった

場合は、代替要員を確保し、運転管理業務に支障がないように留意する。 

災害・事故等の緊急時は、主管課の指示に従い、設備監視員の勤務時間

延長及び休日勤務を行うものとする。なお、これにかかる費用は契約代金

と別途とする。 

 

１ 平日の出勤人員（月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）） 

・ ０８：１５～１７：１５ ２名   

・ １１：００～２０：００ １名   

２ 休日の出勤人員（土・日曜日及び祝祭日及び年末年始） 

・ ０８：１５～１７：１５ １名   

・ １１：００～２０：００ １名   

 

 

● 設備監視員の資格及び作業内容 

 

業 務 業務担当者 作 業 内 容 

責任者業

務 

全体責任者 

１名 

 

・年間、月間、週間の計画表の作

成 

・主管係との連絡、報告、調整 

・エネルギー管理データ分析・お

よび解析 

・労務管理 

・中期、長期保全計画企画支援 

・設備改善等のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ業務 

設備責任者 

１名 

・不具合、故障対応処理 

・総括責任者の補佐 

・エネルギー管理、効率化の指導 

・データ管理 

・専門、一般技術要員の指導、教

育、訓練 

・群管理ｾﾝﾀｰ及びｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰとの

連携調整 

巡回業務 

緊急対応 

業務 

専門技術要員 

２名 

 

・電気、空調、衛生設備の日常点

検、巡回点検 

・運転データの収集、分析 

・点検データの収集、分析 

・報告書、改善提案の作成 

・不具合・故障対応処理 

・雨水、中水、排水の管理 

巡回業務 

緊急対応 

業務 

一般技術要員 

２名 

 

・電気、空調、衛生設備の日常点

検、巡回点検 

・運転・点検データの収集 

・報告書、改善提案の作成 

・不具合・故障対応処理 

 

総人員数 ６名以内 

 

 

１ 設備監視員は、３年以上の実務経験を有し、又は同等の技術力を有す

る者で、身体強健でこの仕様に定める業務に支障なく従事できる者とす

る。 

２ 受託者は、設備監視員の労務管理及び健康管理等を適正に行うことと

する。 

３ 受託者は、毎月２０日までに翌月勤務する設備監視員の勤務予定表を

提出する。 

４ 設備監視員は常に社員証を携帯し、自社の制服（作業着）を着用する。 

５ 受託者は業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢を記載した名

簿及び資格証の｢写｣を主管課に届け出るものとする。又、管理に必要な法

定資格名義の届出業務を代行しなければならない。 

６ 管理に必要な法定資格は以下のとおりとする。 

 （削除） 

 （削除） 

・ 第二種電気工事士 

・ 危険物取扱者乙種第四類 
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● 設備管理等業務 

 

７ 環境衛生管理業務 

（1）室内環境測定 

 

｢共仕｣第５編第２章に従い年６回行うものとする。 

測定箇所は36カ所（外気２カ所含む）とし、測定場所については

別途指示する。 

ア 照度測定 

｢共仕｣第５編第３章に従い６ヶ月毎に１回行う。測定箇所は87カ

所程度とし、測定場所については別紙１４のとおりとする。 

イ ばい煙測定 

厚生棟ガス焚令温水発生機からの排ガスについて、｢大気汚染防

止法｣及び｢同施行規則｣に基づき、煤煙量、煤塵濃度、窒素酸化物濃

度の測定を２検体・年１回実施する。 

ウ 残留塩素測定 

         ｢共仕｣第２編第４章に従い日１回残留塩素測定を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 設備管理等業務 

 

７ 環境衛生管理業務 

（1）室内環境測定 

ア 空気環境測定 

｢共仕｣第５編第２章に従い年６回行うものとする。 

測定箇所は30カ所程度とし、測定場所については別途指示する。 

 

イ 照度測定  

｢共仕｣第５編第３章に従い６ヶ月毎に１回行う。測定箇所は50カ

所程度とし、測定場所については別紙１３のとおりとする。 

ウ ばい煙測定 

厚生棟ガス焚令温水発生機からの排ガスについて、｢大気汚染防止

法｣及び｢同施行規則｣に基づき、煤煙量、煤塵濃度、窒素酸化物濃度

の測定を２検体・年１回実施する。 

エ 残留塩素測定 

         ｢共仕｣第２編第４章に従い日１回残留塩素測定を実施する。 
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別紙３ 

 

Ⅲ．清掃業務 

 

➢ 要求水準（共通） 

● 一般事項 

 

 ２ 業務責任者の設置 

   受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。    

なお、業務責任者については、ビルクリーニング技能士（職業能力開

発促進法の規定に基づくもの）の資格を有する者とすること。 

 

 

 

業務責任者は、清掃業務の技術上の管理のほか、下記業務を行うこと。 

(1)主管課との連絡調整 

(2)受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3)業務日毎に作成する１日の作業概要の報告書の主管課への提出 

(4)請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

➢ 要求水準（校舎各棟及び寄宿舎共用部分の清掃） 

● 業務内容 

 

２ 業務時間 

清掃を行う時間は、自治大学校の業務及び授業の妨げにならない時

間とすること。 

特に管理棟の日常清掃、ゴミの収集（全館）及び朝の吸い殻の収集に

ついては、午前８時３０分までに完了すること。 

 

 

● 具体的内容 

 

３ 建物外部の清掃（日常清掃） 

作業対象 作業項目 作業内容 

玄関まわり 

 

 

 

広場・中庭・池・

駐車場・自転車置

き場・構内通路・

グラウンド・テニ

スコート・外周・

メインエントラ

ンス前オープン

スペース・外構部

植栽部分、各棟外

階段 

除塵 

水拭き 

洗浄 

 

除塵等 

自在箒等で塵芥を集める。 

汚れた部分をモップで拭く。 

洗浄用ブラシを装着した床磨き機

で汚れを洗浄する。なお、洗浄は月

１回とする。 

巡回して粗ゴミを収集する。 

必要に応じて箒掛け等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

 

Ⅲ．清掃業務 

 

➢ 要求水準（共通） 

● 一般事項 

 

 ２ 業務責任者の設置 

   受託者は、業務責任者（常駐）を設置し、主管課へ届け出ること。 

   なお、自治大学校清掃作業においては、ビルクリーニング技能士（職

業能力開発促進法の規定に基づくもの）を選任し、作業全般にわたって

総括的に管理監督を行うこととする。 

   また、業務責任者においては、自治大学校と同等規模の実務経験を持

つ者を配置すること。 

業務責任者は、清掃業務の技術上の管理のほか、下記業務を行うこと。 

(1)主管課との連絡調整 

(2)受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3)業務日毎に作成する１日の作業概要の報告書の主管課への提出 

(4)請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

➢ 要求水準（校舎各棟及び寄宿舎共用部分の清掃） 

● 業務内容 

 

２ 業務時間 

清掃を行う時間は、自治大学校の業務及び授業の妨げにならない時間

とすること。 

特に管理棟の日常清掃                                     に 

ついては、午前８時３０分までに完了すること。 

 

 

● 具体的内容 

 

３ 建物外部の清掃（日常清掃） 

作業対象 作業項目 作業内容 

玄関まわり 

 

 

 

広場・中庭・池・

駐車場・自転車置

き場・構内通路・

グラウンド・テニ

スコート・外周・

メインエントラ

ンス前オープン

スペース・外構部

植栽部分、各棟外

階段 

除塵 

水拭き 

洗浄 

 

除塵等 

自在箒等で塵芥を集める。 

汚れた部分をモップで拭く。 

洗浄用ブラシを装着した床磨き機

で汚れを洗浄する。なお、洗浄は月

１回とする。 

巡回して落葉等の粗ゴミを収集す

る。 

必要に応じて箒掛け等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｐ４４～Ｐ４９ 

 

 

 

Ｐ４５～Ｐ４９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ４５～Ｐ４６ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ４７ 

 

 

 

 

 

 

Ｐ４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 

 

Ⅳ．植栽管理   

 

➢ 要求水準 

 

● 具体的内容 

１ 芝生管理（校内） 

(1) 芝刈 

  芝生地内にある樹木施設等を損傷しないように注意し、刈むら刈残し

のないように均一に刈り込み、刈り取った芝は、速やかに処理するととも

に、刈跡はきれいに清掃する。 

 

 

２ 芝生管理（グランド） 

(1) 芝刈 

グランドの使用状況を確認してから作業を行い、作業前に石等を除去

してから、刈高に十分注意しながら刈りこむこと。 

 

 

 

３ 樹木管理 

 

(3) 害虫駆除 

  害虫の発生時期年２回の防除を行い、天候、風向きに十分注意して作

業をおこなう。 

 

 

５ その他 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 

 

Ⅳ．植栽管理   

 

➢ 要求水準 

 

● 具体的内容 

１ 芝生管理（校内） 

(1) 芝刈 

  芝生地内にある樹木施設等を損傷しないように注意し、刈むら刈残し

のないように３ｃｍ程度に均一に刈り込み、刈り取った芝は、速やかに処

理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。 

 

 

２ 芝生管理（グランド） 

(1) 芝刈 

グランドの使用状況を確認の上、作業前に石等を除去してから刈むら刈

残しのないように３ｃｍ程度に均一に刈り込み、刈り取った芝は、速やか

に処理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。 

 

 

３ 樹木管理 

 

(3) 害虫駆除 

  害虫の発生しやすい別紙１６に定める樹木を対象に、害虫の発生時期

に合わせ、年２回の防除を行い、天候、風向きに十分注意して作業を行う。 

 

 

５ その他 

 

(2) 池雑草対策 

池に繁茂している葦につき、刈むら刈残しのないように根元から刈り

込み、刈り取った葦は、速やかに処理するとともに、刈跡はきれいに清掃

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｐ５１～Ｐ５３ 

 

 

Ｐ５１ 

Ｐ５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙６ 

 

Ⅵ．寝具賃借 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（寝具賃借の

業務責任者は複合機リース・保守、ファクシミリ保守の業務責任者を兼

務することが可能） 

業務責任者は、寝具賃借業務の技術上の管理のほか、下記業務を行う

こと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎ

を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙６ 

 

Ⅵ．寝具賃借 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（寝具賃借の

業務責任者は複合機リース・保守                の業務責任者を兼務

することが可能） 

業務責任者は、寝具賃借業務の技術上の管理のほか、下記業務を行うこ

と。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｐ５４～Ｐ５６ 

 

 

Ｐ５４ 

Ｐ５４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙７ 

 

Ⅶ．複合機のリース 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（複合機リー

スの業務責任者は寝具賃借、複合機保守、ファクシミリ保守の業務責任

者を兼務することが可能） 

業務責任者は、複合機リース業務の技術上の管理のほか、下記業務を

行うこと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎ

を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙７ 

 

Ⅶ．複合機のリース 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（複合機リ

ースの業務責任者は寝具賃借、複合機保守       の業務責任

者を兼務することが可能） 

業務責任者は、複合機リース業務の技術上の管理のほか、下記業務を

行うこと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｐ５７～Ｐ５８ 

 

 

Ｐ５７ 

Ｐ５７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙８ 

 

Ⅷ．複合機の保守 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（複合機保守

の業務責任者は寝具賃借、複合機リース、ファクシミリ保守の業務責任者

を兼務することが可能） 

業務責任者は、複合機の保守業務の技術上の管理のほか、下記業務を

行うこと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙８ 

 

Ⅷ．複合機の保守 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（複合機保守

の業務責任者は寝具賃借、複合機リース         の業務責任者

を兼務することが可能） 

業務責任者は、複合機の保守業務の技術上の管理のほか、下記業務を行

うこと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和１０年度の受託業者に対する引継ぎを

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙９ 

 

Ⅸ．ファクシミリ保守 

➢ 業務概要 

自治大学校寄宿舎に設置しているファクシミリの保守を行うこと。 

 

➢ 要求水準 

● 一般事項 

業務責任者の設置 

受託者は、業務責任者を設置し、主管課へ届け出ること。（ファクシミ

リ保守の業務責任者は寝具賃借、複合機リース・保守、製氷機保守の業

務責任者を兼務することが可能） 

業務責任者は、ファクシミリ保守業務の技術上の管理のほか、下記業

務を行うこと。 

(1) 主管課との連絡調整 

(2) 受託者以外の関連業者（設備管理、警備等）との連絡調整 

(3) 請負の完了にあたり、令和７年度の受託業者に対する引継ぎを行

うこと。 

 

● 保守等の内容 

受託者は、通常起こり得るファクシミリの故障について保守を行うもの

とする。 

(1) 故障修理の際に使用する部品の費用（修理技術料、派遣料等含む）

は、本件保守費用に含むものとする。 

(2) ファクシミリが常時正常な状態で使用できるよう、故障等を未然

に防止するため、年１回定期点検として作業員を設置場所に派遣し

てファクシミリの点検・調整を行うものとする。 

(3) ファクシミリの故障対応については、自治大学校からの連絡を受

け付けたら、直ちに作業員を設置場所に派遣してファクシミリの修

理を行い、すみやかに正常な状態に回復させること。 

(4) 故障時の他、必要部品の交換は、点検及び自治大学校からの連絡

に基づきこれを交換すること。 

(5) 点検等を実施したときは、報告書等、実施状況を証明する書類を

担当課へ提出すること。 

(6) 作業員が点検等を行う場合は、名札の着用等、作業員であること

が容易に判断できるようにすること。 

 

● 設置場所、台数 

設置場所 台数 

寄宿舎 １階ラウンジ ２台 

 

● 保守等の範囲外 

１ 次の作業は保守等の範囲外とする。 

(1) 装置の移設及び撤去に関する作業及び立会 

(2) 担当課の要求による改造 

(3) 天災地変等、請負者の責に帰すことができない原因により生じ

た故障の修理 

(4) 担当課の故意又は重大な過失による故障の修理 

 

● その他 

１ 故障修理の際に使用する部品の所有権は受託者に属し、主管課はこ

れを注意義務をもって使用・管理しなければならないものとする。ま

た、部品が受託者の所有であることを示す表示等をき損する等の行為

並びに部品の他への流用を行ってはならないものとする。 

２ 本仕様書に疑義のある場合は、主管課と協議し、その指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ｐ５９～Ｐ６３ 

 

 

 

Ｐ６０ 
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別紙１０ 

 

Ⅹ．入寮受付及び退寮説明等の業務 

 

➢ 要求水準 

 

● 入寮中 

 １ 管理室の勤務 

   各派遣元自治体等の担当者及び研修生からの電話、来室、質問、要

望及び郵便物等の受け取りに随時対応する他、研修生が寄宿舎に在寮

の間は必ず朝（８時４５分から９時４５分まで）、昼（１２時００分

から１３時００分まで）及び夕（１６時５０分から１８時３０分まで）

は職員１名を管理室に配置し、勤務する他、研修生の質問、要望等に

対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙９ 

 

Ⅸ．入寮受付及び退寮説明等の業務 

 

➢ 要求水準 

 

● 入寮中 

 １ 管理室の勤務 

   各派遣元自治体等の担当者及び研修生からの電話、来室、質問、要望

及び郵便物等の受け取りに随時対応する他、研修生が寄宿舎に在寮の

間（土、日、祝祭日、年末年始及び自治大学校が定める休校期間は除く）

は必ず朝（８時４５分から９時４５分まで）、昼（１２時００分から１

３時００分まで）及び夕（１６時５０分から１８時３０分まで）は職員

１名を管理室に配置し、勤務する他、研修生の質問、要望等に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｐ７８ 

 

 

 

 

Ｐ８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ８７～Ｐ８９  

 

 

 

 

 

Ｐ９２ 

 

 

 

 

 

 

◆ 電気設備 

保守内容 別添仕様書の通りとする。 

保守頻度 年１回 

 

 

◆ 機械設備 空調機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【冷却塔】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

冷温水一次ﾎﾟﾝﾌ  ゚

 

冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌ  ゚

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷 却 水 ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 

 

加湿給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

超低騒音開放式角型 

冷却能力：980kw 

冷却水量：2,550l/min 

(入口37.5℃ 出口32℃) 

送風機 5.5KW 

 

 

 

 

 

 

渦巻型 

100φ×1,510l/min×15m×7.5kw 

渦巻型 

80φ×750l/min×19m×5.5kw 

渦巻型 

80φ×990l/min×22m×7.5kw 

渦巻型 

80φ×500l/min×22m×5.5kw 

渦巻型 

80φ×910l/min×17m×5.5kw 

渦巻型 

125φ×2,550l/min×24m×18.5kw 

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(SUS製）

32φ×50l/min×45m×2.2kw 

２台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検

３回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共仕

の通

りと

する 

 

年２

回 

 

 

 

◆ 機械設備 空調機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【冷却水薬注装置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【脱気装置】 

 

 

 

 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式 

ﾎﾟﾝﾌﾟ5φ×6φ×30cc/min×1.47kgｆ/㎠ 

ﾀﾝｸ 100L（複合薬剤) 

電動機 0.015KW 

 

 

 

 

 

真空脱器装置 

処理水量 900L/h 

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ､原水ﾎﾟﾝﾌﾟ､処理水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ､制御盤 

 

２組 

 

 

 

 

 

 

 

 

１組 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１

回点

検 

 

 

 

 

 

 

年２

回点

検 

 

メー

カー

点検

とす

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 機械設備 ユニット型空調機 

保守内容 共仕 第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による 

共仕 第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による 

保守頻度 年１回 

 

 

◆ 機械設備 雨水利用設備 

保守内容 別添仕様書のとおりとする。 

保守頻度 年１回 

 

 

 

 

◆ 電気設備 

保守内容 別添仕様書の通りとする。 

保守頻度 年１回（令和７年度対象外） 

 

 

◆ 機械設備 空調機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【冷却塔】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

冷温水一次ﾎﾟﾝﾌ  ゚

 

冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌ  ゚

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

冷 却 水 ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 

 

加湿給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

超低騒音開放式角型 

冷却能力：980kw 

冷却水量：2,550l/min 

(入口37.5℃ 出口32℃) 

送風機 5.5KW 

 

 

 

 

 

 

渦巻型 

100φ×1,510l/min×15m×7.5kw 

渦巻型 

80φ×750l/min×19m×5.5kw 

渦巻型 

80φ×990l/min×22m×7.5kw 

渦巻型 

80φ×500l/min×22m×5.5kw 

渦巻型 

80φ×910l/min×17m×5.5kw 

渦巻型 

125φ×2,550l/min×24m×18.5kw 

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ(SUS製）

32φ×50l/min×45m×2.2kw 

２台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検

３回 

 

令和

７年

度の

み年

２回 

 

 

 

共仕

の通

りと

する 

 

年２

回 

 

令和

７年

度の

み年

１回 

 

 

◆ 機械設備 空調機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【冷却水薬注装置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【脱気装置】 

 

 

 

 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式 

ﾎﾟﾝﾌﾟ5φ×6φ×30cc/min×1.47kgｆ/㎠ 

ﾀﾝｸ 100L（複合薬剤) 

電動機 0.015KW 

 

 

 

 

 

真空脱器装置 

処理水量 900L/h 

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ､原水ﾎﾟﾝﾌﾟ､処理水ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ､制御盤 

 

２組 

 

 

 

 

 

 

 

 

１組 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１

回点

検 

 

令和

７年

度対

象外 

 

年２

回点

検 

 

メー

カー

点検

とす

る 

 

 

令和

７年

度の

み年

１回 

 

 

◆ 機械設備 ユニット型空調機 

保守内容 共仕 第３編第４章機械設備『運転・監視及び日常点検・保守』による 

共仕 第２編第４章機械設備『定期点検等及び保守』による 

保守頻度 年１回（令和７年度マルチパッケージ形・パッケージ形対象外）  

 

 

 機械設備 雨水利用設備 

保守内容 別添仕様書のとおりとする。 

保守頻度 年１回（令和７年度対象外） 

 

 

 



 

Ｐ１０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆ 機械設備 衛生機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【ピット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【衛生用ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用１次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

 

 

【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

コンクリート製地下式 

雑排水槽 27m3･12m3･32m3 

湧水槽 38m3･144m3･370m3 

雨水貯留槽全42槽(うち13槽) 327m3 

汚水槽 14m3･12m3 

池濾過槽 27m3 

雑用水槽 78m3 

消火水槽 31m3 

冷却水槽 148m3 

厨房除外放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 16.7m3 

雨水槽 60m3･27m3･27m3 

雨水沈砂槽 125m3 

池(消防用水) 700ｍ3 

流量調整槽 53.9ｍ3 

 

 

 

多段渦巻型 

65φ×420l/min×61m×11kw 

多段渦巻型 

65φ×360l/min×58m×7.5kw 

渦巻型（SUS製） 

50φ×300l/min×15m×2.2kw 

ﾗｲﾝ型（SUS製） 

32φ×75l/min×11m×0.4kw 

渦巻型（SUS製） 

50φ×200l/min×30m×3.7kw 

 

 

 

汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

80φ×150l/min×9m 2.2kw 

汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

80φ×150l/min×5m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×150l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×300l/min×11m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

65φ×420l/min×6m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×6m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×200l/min×4m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×160l/min×4m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

65φ×420l/min×6m 1.5kw 

 

３槽 

槽 

13槽 

２槽 

槽 

１槽 

槽 

槽 

１槽 

３槽 

10槽 

１槽 

 

 

 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

 

 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

４台 

 

２台 

 

２台 

 

４台 

 

２台 

 

２台 

 

年３回 

- 

年１回 

年３回 

- 

年１回 

- 

- 

年１回 

年１回 

年１回 

年１回 

 

 

 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

 

 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

 

 

◆ 機械設備 衛生機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【無圧式温水発生機】 無圧式（2回路） 鋳鉄製 

給湯量：300l/min 温水量：300l/min 

燃料消費量：112.2Nm3/h （都市ｶﾞｽ） 

伝熱面積：19.8㎡ 定格出力 :1,163KW 

給湯ｺｲﾙ 1,163KW 

２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メー

カー

点検

とす

る 

 

年２

回 

 

 

 

 

 

◆ 機械設備 衛生機器 ※黄色網掛けは 令和７年度対象外 

            ※青色網掛けは 令和７年度年１回 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【ピット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【衛生用ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用１次ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

給湯用循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

 

 

【排水ﾎﾟﾝﾌﾟ】 

汚水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

汚水排水ﾎﾟﾝﾌ 

ﾟ 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

 

コンクリート製地下式 

雑排水槽 27m3･12m3･32m3 

湧水槽 38m3･144m3･370m3 

雨水貯留槽全42槽(うち13槽) 327m3 

汚水槽 14m3･12m3 

池濾過槽 27m3 

雑用水槽 78m3 

消火水槽 31m3 

冷却水槽 148m3 

厨房除外放流ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 16.7m3 

雨水槽60m3･27m3･27m3 

雨水沈砂槽125m3 

池(消防用水) 700ｍ3 

流量調整槽53.9ｍ3 

 

 

 

多段渦巻型 

65φ×420l/min×61m×11kw 

多段渦巻型 

65φ×360l/min×58m×7.5kw 

渦巻型（SUS製） 

50φ×300l/min×15m×2.2kw 

ﾗｲﾝ型（SUS製） 

32φ×75l/min×11m×0.4kw 

渦巻型（SUS製） 

50φ×200l/min×30m×3.7kw 

 

 

 

汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

80φ×150l/min×9m 2.2kw 

汚物用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

80φ×150l/min×5m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×150l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×300l/min×11m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

65φ×420l/min×6m 1.5kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×10m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×100l/min×6m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×200l/min×4m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

50φ×160l/min×4m 0.75kw 

雑排用ﾎﾟﾝﾌﾟ 

65φ×420l/min×6m 1.5kw 

 

３槽 

槽 

13槽 

２槽 

槽 

１槽 

槽 

槽 

１槽 

３槽 

10槽 

１槽 

 

 

 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

 

 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

２台 

 

４台 

 

２台 

 

２台 

 

４台 

 

２台 

 

２台 

 

年３回 

- 

年１回 

年３回 

- 

年１回 

- 

- 

年１回 

年１回 

年１回 

年１回 

 

 

 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

年２回 

 

 

 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

年１回 

 

 

 

◆ 機械設備 衛生機器 

 

名 称 設 備 内 容 個数 備考 

【無圧式温水発生機】 無圧式（2回路） 鋳鉄製 

給湯量：300l/min 温水量：300l/min 

燃料消費量：112.2Nm3/h （都市ｶﾞｽ） 

伝熱面積：19.8㎡ 定格出力 :1,163KW 

給湯ｺｲﾙ 1,163KW 

２基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メー

カー

点検

とす

る 

 

年２

回 

 

令和

７年

度対

象外 

 

 

 



Ｐ１３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｐ１４２ 

 

別紙１９ 

 

評価表（案） 

 

仕様書 

区分 

業務区分 項

番 

 得点配分 評価 

(A～F) 

得点 

 仕様書区分 

 

基礎点 加算点 

①
必
須
項
目
審
査 

業務共通 

 １）実施体制 １ ・各業務の業務水

準が維持される体

制であるか。 

・提案された内容

が実現可能な体制

であるか。 

・グループで参加

する場合、代表企

業とグループ企業

の連携が可能な体

制であるか。 

0/20 ― ―  

２）業務に対す

る認識 

２ 管理・運営業務の

目的を理解し、計

画的な業務の実施

が考えられている

か。 

0/20 ― ―  

３）現行基準レ

ベルの質の確

保の実態 

３ 各業務の提案内容

は、要求水準（仕様

書）の内容が確保

されたものとなっ

ているか。 

0/20 ― ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

加

点

項

目

審

査 

 

 

生

活

管

理

業

務 

 

入寮受付及び退寮説明 

 業務の質につ

いての提案内

容 

14 入寮受付及び退寮

説明等において、

業務内容を十分理

解したうえで、研

修生により快適か

つ良好な研修環境

を提供するための

具体的な提案、方

法、体制等が示さ

れているか。 

― 0 

～ 

15 

  

 

 

 

 

 

そ

の

他 

賃上げの実施に関する指標 

 賃上げの実施

に関する状況 

20 政府の賃上げに関

する方針を踏ま

え、令和６年４月

以降に開始する入

札者の事業年度に

おいて若しくは令

和６年以降の暦年

において、対前年

度比若しくは前年

比で別途定める基

準以上増加させる

旨、従業員に表明

していること 

― 0 

～ 

15 

  

合計得点 60 190  
 

別紙１９ 

 

評価表   

 

仕様書 

区分 

業務区分 項

番 

 得点 

配分 

評価 

必須項目:満たす場合は○ 

加算項目(A～F) 

得点 

 仕様書区分 

①
必
須
項
目
審
査 

業務共通 

 １）実施体制 １ ・各業務の業務水

準が維持される体

制であるか。 

・提案された内容

が実現可能な体制

であるか。 

・グループで参加

する場合、代表企

業とグループ企業

の連携が可能な体

制であるか。 

―  ― 

 

 

２）業務に対す

る認識 

２ 管理・運営業務の

目的を理解し、計

画的な業務の実施

が考えられている

か。 

―  ― 

 

３）現行基準レ

ベルの質の確

保の実態 

３ 各業務の提案内容

は、要求水準（仕様

書）の内容が確保

されたものとなっ

ているか。 

―  ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

加

点

項

目

審

査 

 

 

生

活

管

理

業

務 

 

入寮受付及び退寮説明 

 業務の質につ

いての提案内

容 

13 入寮受付及び退寮

説明等において、

業務内容を十分理

解したうえで、研

修生により快適か

つ良好な研修環境

を提供するための

具体的な提案、方

法、体制等が示さ

れているか。 

0 

～

20 

  

 

 

 

 

 

そ

の

他 

賃上げの実施に関する指標 
 賃上げの実施

に関する状況 

19 政府の賃上げに関

する方針を踏ま

え、令和７年４月

以降に開始する入

札者の事業年度に

おいて若しくは令

和７年以降の暦年

において、対前年

度比若しくは前年

比で別に定める基

準以上増加させる

旨、従業員に表明

していること 

0 

～

15 

  

合計得点 200   
 

 


